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附属機関等の概要 

 

附属機関等の名称 福山市人・農地プラン検討会 

設置根拠 福山市人・農地プラン検討会設置要領 

設置目的 

人・農地問題解決推進事業実施要綱（平成２５年５月１６日

付け２５経営第４４５号農林水産事務次官依命通知）に基づ

き、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体（以下

「経営体」という。）の確保、経営体への農地の集積、経営体

とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載し

た人・農地プランについて検討を行うため、福山市人・農地

プラン検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

設置年月日 ２０１３年（平成２５年）３月６日 

委員数 １０人 

公開・非公開の別 
□ 公開 

■ 非公開 

非公開とする根拠 

又は理由 

福山市情報公開条例第６条第１項の個人に関する情報が

含まれる議題があるため。 

庶務担当課 
農業振興課 
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